
 平成25年度の税制改正により、真剣に対策を考える方が増えてきました。
しかし、その対策は万全ですか？ご自身の万一の時には相続税がかかるの
か、かからないのか？そして、かかる場合はどのようにしたら良いのか？
をお話しします。相続税対策は、早めの対策が肝心です。損をしない為に、
是非お越しください！ 
 
 
 

12月9日 10:00-12:00  

2017年 

場所：キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館）第3会議室 

    住所：長野県松本市水汲69-2 

10:05～10:55 

「必ず押さえておきたい        
    相続税と贈与税の基本」 

講師：山野井 優美 
   税理士法人成迫会計事務所 医療事業部 資産税課チーム 

第
一
部 

11:05～11:55 

「間違えだらけの相続税対策 

 今知らないと損をする5つの知識」 

講師：清水 あゆ子  

   （相続PRO）相続手続支援センター松本駅前店店長 

第
二
部 

TEL: 0120-97-3713 
相続手続支援センター松本駅前店 ご予約 

お問い合わせ   

土 

〒390-0816 松本市中条1-14 

※ご予約受付時間 月～金 AM8：30～PM6:00 

（受付時間 9：30より） 


